
針刺し時の検査体制（歯科部門） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受傷者は医務課受付へ電話連絡して、カルテ作成を依頼する 

（保険を「特医全校」にするためカルテの有無に関わらず医務課へ連絡） 

 

平日 ８：３０～１８：３０ 医務課受付（６０６０，６０６３） 

上記以外    事務当直（６０４６） 

患者、受傷者ともに口腔外科外来（又は病棟）で採血 

（患者には事前に同意を得ること） 

Think で検査オーダー（主保険を「特医全校」にする） 

患者と受傷者の検体にラベルを貼り、検査依頼書とともに 

検査部に直接持参 

（針刺しであることを伝える） 

検査部は検査結果を Think に入力 

受傷者は患者と本人の検査結果を MidWeb で確認 

検査結果を印刷して労務管理係に提出 

①検査項目 

  患 者：HIV抗体、HBs抗原、HCV抗体、HTLV-1 抗体 

  受傷者：HIV抗体、HBs抗原、HCV抗体、HTLV-1 抗体、HBs 抗体、肝機能検査 
 

ウインドウズピリオドがあるため、患者の検査結果によらず全ての検査が望ましいが、検査項

目の選定は強制するものではない。 

ただし、前値としての検査が行われていない場合、労災認定に支障が出る可能性がある。 
 

②受傷者が初診の場合は、事後に速やかに初診申込書を作成し、医務課へ提出する。 
 

平成 23 年 4 月 1 日 


